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競争的研究費等の一部は e-Rad（府省共通研究開発管理システム）を利用して申請を行うため、

研究支援課にて全研究者の情報登録を行っています。 

 

e-Rad：競争的研究費制度を中心として研究開発管理に係る一連のプロセス（応募受付→審査→

採択→採択課題管理→成果報告等）をオンライン化する府省横断的なシステム 

 

１． 科研費（文部科学省 科学研究費助成事業） 

 

（１）  応募資格  

申請には次の要件を満たしていることが必要です。 

（ａ）応募時点において、所属する研究機関から、次のア、イ及びウの要件を満たす研究者

であると認められ、e-Rad に「科研費の応募資格有り」として研究者情報が登録され

ている研究者であること 

ア 研究機関に、当該研究機関の研究活動を行うことを職務に含む者として、所属する

者であること  

＊有給・無給、常勤・非常勤、フルタイム・パートタイムの別を問わない。 

＊研究活動そのものを主たる職務とすることを要しない。 

イ 当該研究機関の研究活動に実際に従事していること 

＊研究の補助のみに従事している場合は除く 

ウ 大学院生等の学生でないこと 

 

（ｂ）科研費やそれ以外の競争的研究費で、不正使用、不正受給又は不正行為を行ったとし

て、「その交付の対象としないこと」とされていないこと 
 

（２）  年間スケジュール 

申請から研究実施までの主なスケジュール（目安）は以下のとおりです。 

研究種目により公募開始日・提出期限が異なりますのでご留意ください。 

4月中旬より順次 公募開始・公募要領の公開      ※メールでお知らせします 

 学内公募説明会 

公募開始月の下旬 アドバイザー支援用応募書類の提出       ※希望者のみ 

公募開始の翌月中旬 応募書類の学内締切（中間）       ※チェック希望者のみ 

公募開始の翌月下旬 応募書類の学内締切（最終） 

公募締切 文部科学省等に応募書類を提出 

1月上旬より順次 審査結果通知            ※メールでお知らせします 

4月上旬より順次 交付内定通知、研究開始 

4月下旬より順次 交付申請書を提出※基金は初年度のみ。補助金は毎年、提出が必要 

6月下旬より順次 交付決定通知 

～3月 経費を使用  ※基金は最終年度を除き、年度に縛られず使用可能 

5月 報告書（1年間分）を提出 

研究期間終了後 報告書（研究期間全体）を提出 

 

Ⅲ．競争的研究費等への申請 
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９． リサーチツール特許・開放特許の使用について 

 

他者が保有する特許を無断使用して研究や発明を行うと、特許権侵害に該当する場合があります。 

 

特に、 

・リサーチツール特許 （https://plidb.inpit.go.jp/research/home） 

・開放特許      （https://plidb.inpit.go.jp/） 

として公開されている特許技術は、「無断で自由に使用可能」というものではなく、事前に権利者

から使用許諾を受ける必要があります（無償または有償の契約締結が必要な場合もあります）。 

 

1．「試験又は研究」に関する解釈 

特許法第 69条 1項には「試験又は研究」のためにする実施には特許権の効力が及ばないことが規

定されていますが、すべての試験又は研究について特許権の効力が及ばないわけではありません。

特許法第 69条 1項の「試験又は研究」の範囲は特許発明自体の「特許性調査」、「機能調査」及び「改

良・発展を目的とする試験」に限られるというのが通説です。 

他者の保有する特許権の対象となっているリサーチツールを、無許諾で作製するなどして自身の

調査又は研究に用いている場合、その特許権を侵害している可能性がありますのでご注意ください。 

 

2．特許権の効力が及ばないとされている例 

【特許発明自体の特許性調査】 

新規性、技術的進歩性の有無を調査するために行われる試験。 

（例：特許発明のマウスに新規性・進歩性があるかを調査） 

【特許発明自体の機能調査】 

特許発明が実施可能であるか、明細書記載どおりの効果を有するか、副作用等の副次的影響を生

ずるものか否か等の調査。 

（例：特許発明の細菌に明細書記載の効果があるかを検証） 

【特許発明自体の改良・発展を目的とする試験】 

特許発明の対象について、さらに改良を遂げ、より優れた発明を完成するための試験。 

（例：特許発明の稲をより優れた稲に改良するための試験） 

 

3．特許権の効力が及ぶとされている例 

【特許発明とは関係無い自身の試験又は研究のために特許発明を利用する場合】 

 開発した新薬の効果確認のために無許諾で特許権の対象を利用する試験。 

（例：開発した新薬を無許諾で特許発明のマウスで試験） 

 

 

[1.～3.引用] INPIT：特許権侵害の危険性について       

（https://plidb.inpit.go.jp/info/patent_infringement.html） 
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２． 科研費以外の競争的研究費等及び各種財団助成金 

 

（１）  応募資格  

「外部資金の応募に関する申し合わせ事項」により、以下のとおり定められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、応募時にあるいは全期間を通して本学教員であることを要しない個人対象の財団助成金

などへの応募の場合は、応募要件が様々なため、個別に判断されます。 

 

（２）  申請手続き 

〇「中部大学『教育研究外部資金』の申請に係る諮問委員会の取扱要領」により、次に該当する

場合は、申請の可否について事前に審議を受ける必要があります。 

 

1) 本学が管理法人又は中核機関として申請するもの 

2) マッチングファンド等「法人負担額」があるもの 

3) 文部科学省科学研究費助成事業を除く高額資金（総額 5,000 万円以上）のもの 

※ 新しい実験室が必要な場合は、事前に管財部へ確認してください。 

 

＜審議の手順＞ 

 

1) 募集機関への提提出出期期限限１１ヶヶ月月前前(※)までに学術研究担当副学長（研究支援部）に 

『「教育研究外部資金」申請 事前相談書』（様式 ①、ｐ53）を提出する。 

2) 教育研究外部資金諮問委員会にて内容を審議し、結果を研究代表者に通知する。 

3) 申請が認められた計画は、学内提出期限（募集する機関の提提出出期期限限のの 1144 日日前前(※)）ま

でに申請書を提出する。 

 

〇上記以外に申請する場合には、「申請書」と「申請概要書」（様式 ②、ｐ54）を研究支援部に

学内提出期限（募集する機関の提提出出期期限限のの 1144 日日前前(※)）までに提出してください。 

 

※大学就業カレンダーに準拠。日曜日以外に大学の休日がある場合はその日数も加算。 

 

期期日日厳厳守守ををおお願願いいししまますす。。  

研究代表者及び研究分担者は、予定全研究期間について専任若しくは準専任として雇用され

る予定の教員とする。ただし、計画期間途中に定年で退職する教員であっても、途中交代が認

められている外部資金の場合は、交代を条件として応募を認める。 

なお、期間途中で定年齢をむかえる場合は、学術研究担当副学長の判断を必要とする。 

①定年後も引き続き雇用が予定されている場合 

②定年後も他機関において、当該業務を継続することができる場合 

③大学として応募することが適当であると認めた場合 

・外部資金の採択を理由として、雇用の延長（専任･非専任は問わない）は、行わない。 

・期間が複数年度にわたる場合、期限付研究嘱託（研究員）は、原則として応募を認めない。 



２７
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（３）  軍事に係る研究資金について 

「中部大学 軍事に係る研究資金の応募に関する申合せ事項」により、次のとおり定められていま

す。 

 

（ａ）軍事目的の科学研究について 

本学の研究者は、真理の探求と知の創造に貢献することを研究上の使命とし、「中部大学にお

ける研究者の行動規範」で、自らの研究成果が自身の意図に反して破壊的行為に悪用される可

能性を認識し、研究の実施、成果の発表にあたっては、社会に許容される方法を選択すること

を宣言している。 

改めて、本学の研究者は、戦争を目的とする科学研究は行わないことを確認する。 

 

（ｂ）軍事に係る研究資金への応募について 

① 本学は、本学の研究者が他国の軍事に係る研究資金に応募することを認めない。 

② 本学は、日本国の軍事に係る研究資金への応募も認めない。ただし、本学として必要とさ

れる場合は、「中部大学『教育研究外部資金』の申請に係る諮問委員会の取扱要領」に則

って行う。 

 

 

【関連規程等】 

・外部資金の応募に関する申し合わせ事項 

・中部大学「教育研究外部資金」の申請に係る諮問委員会の取扱要領 

・各種財団研究助成の申請に伴う申し合わせ事項 

・中部大学 軍事に係る研究資金の応募に関する申合せ事項 
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２． 科研費以外の競争的研究費等及び各種財団助成金 

 

（１）  応募資格  

「外部資金の応募に関する申し合わせ事項」により、以下のとおり定められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、応募時にあるいは全期間を通して本学教員であることを要しない個人対象の財団助成金

などへの応募の場合は、応募要件が様々なため、個別に判断されます。 

 

（２）  申請手続き 

〇「中部大学『教育研究外部資金』の申請に係る諮問委員会の取扱要領」により、次に該当する

場合は、申請の可否について事前に審議を受ける必要があります。 

 

1) 本学が管理法人又は中核機関として申請するもの 

2) マッチングファンド等「法人負担額」があるもの 

3) 文部科学省科学研究費助成事業を除く高額資金（総額 5,000 万円以上）のもの 

※ 新しい実験室が必要な場合は、事前に管財部へ確認してください。 

 

＜審議の手順＞ 

 

1) 募集機関への提提出出期期限限１１ヶヶ月月前前(※)までに学術研究担当副学長（研究支援部）に 

『「教育研究外部資金」申請 事前相談書』（様式 ①、ｐ53）を提出する。 

2) 教育研究外部資金諮問委員会にて内容を審議し、結果を研究代表者に通知する。 

3) 申請が認められた計画は、学内提出期限（募集する機関の提提出出期期限限のの 1144 日日前前(※)）ま

でに申請書を提出する。 

 

〇上記以外に申請する場合には、「申請書」と「申請概要書」（様式 ②、ｐ54）を研究支援部に

学内提出期限（募集する機関の提提出出期期限限のの 1144 日日前前(※)）までに提出してください。 

 

※大学就業カレンダーに準拠。日曜日以外に大学の休日がある場合はその日数も加算。 

 

期期日日厳厳守守ををおお願願いいししまますす。。  

研究代表者及び研究分担者は、予定全研究期間について専任若しくは準専任として雇用され

る予定の教員とする。ただし、計画期間途中に定年で退職する教員であっても、途中交代が認

められている外部資金の場合は、交代を条件として応募を認める。 

なお、期間途中で定年齢をむかえる場合は、学術研究担当副学長の判断を必要とする。 

①定年後も引き続き雇用が予定されている場合 

②定年後も他機関において、当該業務を継続することができる場合 

③大学として応募することが適当であると認めた場合 

・外部資金の採択を理由として、雇用の延長（専任･非専任は問わない）は、行わない。 

・期間が複数年度にわたる場合、期限付研究嘱託（研究員）は、原則として応募を認めない。 



２８
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外部資金の応募に関する申し合わせ事項 

 
                                 2010年 11月８日 

                                 2015 年６月９日改定 

                                 2021 年５月 27日改正 

 

科学研究費を除く外部資金の応募について、下記のとおり申し合わせる。 

 

記 

 

１．応募資格について 

 

研究代表者及び研究分担者は、予定全研究期間について専任若しくは準専任として雇用さ

れる予定の教員とする。ただし、計画期間途中に定年で退職する教員であっても、途中交代

が認められている外部資金の場合は、交代を条件として応募を認める。なお、期間途中で定

年齢をむかえる場合は、学術研究担当副学長の判断を必要とする。 

 

①定年後も引き続き雇用が予定されている場合。 

②定年後も他機関において、当該業務を継続することができる場合。 

③大学として応募することが適当であると認めた場合。 

 

・外部資金の採択を理由として、雇用の延長（専任･非専任は問わない）は、行なわない。 

・期間が複数年度にわたる場合、期限付研究嘱託（研究員）は、原則として応募を認めない。 

 

   なお、応募時にあるいは全期間を通して、本学教員であることを要しない個人対象の財  

団助成金などへの応募の場合は、個別に判断する。 

 

２．学内提出期限について 

 

  「中部大学『教育研究外部資金』の申請に係る諮問委員会の取扱要領」に示される教育研究

外部資金については、「取扱要領」に従い、事前相談書を原則として、申請締め切りの１ヶ月

前までに学術研究担当副学長（研究支援部）に提出する。申請が認められた計画、及びそれ

ら以外の外部資金への申請書は、募集機関への提出期限の 14日前(※)までに研究支援部に全

ての必要書類を提出しなければならない。これは研究支援部による書類の精査と申請者によ

る最終修正に要する時間を見込んだ学内提出期限であり、この期限を過ぎた駆け込み申請は、

学術研究担当副学長の判断を必要とする。 

 

   ※日数の計算は、大学就業カレンダーに準拠し、日曜日以外に大学の休日がある場合は 

その日数も加算する。 

 

３．プロジェクト形態の対応可否について 

 

   プロジェクト形態が、本学が管理法人(※)となるものについては、「中部大学『教育研究外

部資金』の申請に係る諮問委員会の取扱要領」によるものとする。なお、代表者の他機関か

らの異動に伴い、やむを得ず管理法人となる場合の継続申請についても同様とする。 

 

   ※プロジェクト参画機関が複数で、本学が代表機関となりその他の機関に対しては本学か

ら再委託をする形態をいう。 
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中部大学「教育研究外部資金」の申請に係る諮問委員会の取扱要領 
 
（目的） 
第１条 この要領は、研究戦略委員会規程に基づき、本学の教員等が教育研究外部資金を申請す

るにあたり、その手続について必要な事項を定めることを目的とする。 
 
（定義） 
第２条 この要領において「教育研究外部資金」とは、次に掲げるものをいう。 
 (1) 本学が管理法人又は中核機関として申請するもの 
 (2) マッチングファンド等「法人負担額」があるもの 
 (3) 文部科学省科学研究費助成事業を除く高額資金（総額 5,000 万円以上）のもの 
 
（設置） 
第３条 教育研究外部資金申請の内容について協議するため、教育研究外部資金諮問委員会（以
下「委員会」という）を置く。 

 
（組織） 
第４条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 学術研究担当副学長 
(2) 法人事務局長 
(3) 大学事務局長 
(4) 学長が指名する者 

 
（手続） 
第５条 教育研究外部資金の申請者は、計画の段階で事前相談書を作成する。 
２．事前相談書には、次の内容を記載するものとする。 
 (1) 研究種目（申請先） 
 (2) 課題名（仮題も可）と研究代表者氏名 
 (3) 計画の大要（目的、主な研究方法、期待される成果と意義など） 
 (4) 組織 
 (5) 準備状況 
 (6) 必要な施設及び資金とその主な用途 
３．教育研究外部資金の申請者は、学術研究担当副学長（研究支援部）に、原則として、事前相
談書を１ヶ月前までに提出する。 

 
（審査） 
第６条 審査は、次のとおり行う。 

(1) 学術研究担当副学長は、提出された事前相談書について協議するため、提出日から速やか
に（10日以内に）委員会を招集する。 

 (2) 委員会は研究計画の妥当性について審議し、意見書を作成する。同一種目について複数の
事前相談書が提出された場合には優先順位を付す。 

 (3) 委員会は審議に際して、研究代表者に説明を求める（ヒアリング）。 
 (4) 理事長と学長はヒアリングに同席し、委員の意見を徴することができる。 

(5) 学術研究担当副学長は、委員会による審議の結果を事前相談書の研究代表者に通知する。  
 
（決裁） 

第７条 学術研究担当副学長は委員会の意見書を理事長と学長に提出し、決裁を求める。 
 
（申請） 
第８条 本取扱に係る事務は研究支援部が行う。教育研究外部資金の申請を認められた者は、教
育研究外部資金申請期限の 14日前までに申請書を研究支援部研究支援課に送付する。 

 

（その他） 
第９条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 
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外部資金の応募に関する申し合わせ事項 

 
                                 2010年 11月８日 

                                 2015 年６月９日改定 

                                 2021 年５月 27日改正 

 

科学研究費を除く外部資金の応募について、下記のとおり申し合わせる。 

 

記 

 

１．応募資格について 

 

研究代表者及び研究分担者は、予定全研究期間について専任若しくは準専任として雇用さ

れる予定の教員とする。ただし、計画期間途中に定年で退職する教員であっても、途中交代

が認められている外部資金の場合は、交代を条件として応募を認める。なお、期間途中で定

年齢をむかえる場合は、学術研究担当副学長の判断を必要とする。 

 

①定年後も引き続き雇用が予定されている場合。 

②定年後も他機関において、当該業務を継続することができる場合。 

③大学として応募することが適当であると認めた場合。 

 

・外部資金の採択を理由として、雇用の延長（専任･非専任は問わない）は、行なわない。 

・期間が複数年度にわたる場合、期限付研究嘱託（研究員）は、原則として応募を認めない。 

 

   なお、応募時にあるいは全期間を通して、本学教員であることを要しない個人対象の財  

団助成金などへの応募の場合は、個別に判断する。 

 

２．学内提出期限について 

 

  「中部大学『教育研究外部資金』の申請に係る諮問委員会の取扱要領」に示される教育研究

外部資金については、「取扱要領」に従い、事前相談書を原則として、申請締め切りの１ヶ月

前までに学術研究担当副学長（研究支援部）に提出する。申請が認められた計画、及びそれ

ら以外の外部資金への申請書は、募集機関への提出期限の 14日前(※)までに研究支援部に全

ての必要書類を提出しなければならない。これは研究支援部による書類の精査と申請者によ

る最終修正に要する時間を見込んだ学内提出期限であり、この期限を過ぎた駆け込み申請は、

学術研究担当副学長の判断を必要とする。 

 

   ※日数の計算は、大学就業カレンダーに準拠し、日曜日以外に大学の休日がある場合は 

その日数も加算する。 

 

３．プロジェクト形態の対応可否について 

 

   プロジェクト形態が、本学が管理法人(※)となるものについては、「中部大学『教育研究外

部資金』の申請に係る諮問委員会の取扱要領」によるものとする。なお、代表者の他機関か

らの異動に伴い、やむを得ず管理法人となる場合の継続申請についても同様とする。 

 

   ※プロジェクト参画機関が複数で、本学が代表機関となりその他の機関に対しては本学か

ら再委託をする形態をいう。 
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   附 則 
 この要領は、平成 27年６月９日から施行する。 
 

   附 則 

 この要領は、平成 29年５月８日から施行し、平成 29年４月１日から適用する。 

 

   附 則 

 この要領は、平成 30年９月 11 日から施行し、平成 30年４月１日から適用する。 

 

   附 則 

 この要領は、2019 年７月２日から施行し、2019年４月１日から適用する。 

 

   附 則 

 この要領は、2021 年 5月 27日から施行し、2021年４月１日から適用する。 



３１
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 2003.10.21 
 

各種財団研究助成の申請に伴う申し合わせ事項 
 
 
 
財団研究助成申請の応募及びそれに伴う予算的措置について、下記のとおり申し合わせる。 

 
 

記 
 
大学から１件のみ応募可という財団規程があり、本学から複数件の応募申請があった場合 

 
本学において財団申請が複数件提出された場合は、副学長、当該学部長、 

研究支援センター長が、提出された研究課題の妥当性について協議の上、 
大学申請としての可否を決定する。 
なお、申請手続については従来通り学長決裁の手順を踏む事とする。 

 
 
財団研究助成応募についての予算的措置 

 
財団研究助成申請書類の中に『法人負担額』等の記載がある場合は、 

財務部と協議し、予算の妥当性、充当方法を協議の上、上記の申請可否 
決定機関に報告をする。 

 
 

追記   本学から１件の応募しかなかった場合、あるいは大学から複数件応募可の 
          場合についても、同様の手順を踏む事とする。 
 
 
 
 
 
 

※平成２６年４月１日付け組織改編により、研究支援センター長は研究推進機構長と 
読み替えるものとする。 

 
※平成２９年４月１日付け組織改編により、研究推進機構長は削除するものとする。 
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   附 則 
 この要領は、平成 27年６月９日から施行する。 
 

   附 則 

 この要領は、平成 29年５月８日から施行し、平成 29年４月１日から適用する。 

 

   附 則 

 この要領は、平成 30年９月 11日から施行し、平成 30年４月１日から適用する。 

 

   附 則 

 この要領は、2019 年７月２日から施行し、2019年４月１日から適用する。 

 

   附 則 

 この要領は、2021年 5月 27日から施行し、2021年４月１日から適用する。 
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中部大学 軍事に係る研究資金の応募に関する申合せ事項 

 

２０１６年４月１日裁定 

 

軍事に係る研究資金の応募について、下記のとおり申し合わせる。 

 

 

記 

 

 

１．軍事目的の科学研究について 

 

   本学の研究者は、真理の探求と知の創造に貢献することを研究上の使命とし、「中部大学に

おける研究者の行動規範」で、自らの研究成果が、自身の意図に反して破壊的行為に悪用さ

れる可能性を認識し、研究の実施、成果の発表にあたっては、社会に許容される方法を選択

することを宣言している。 

   改めて、本学の研究者は、戦争を目的とする科学研究は行わないことを確認する。 

 

 

２．軍事に係る研究資金への応募について 

   

 ① 本学は、本学の研究者が他国の軍事に係る研究資金に応募することを認めない。 

  ② 本学は、日本国の軍事に係る研究資金への応募も認めない。ただし、本学として必要と

される場合は、「中部大学『教育研究外部資金』の申請に係る諮問委員会の取扱要領」に

則って行う。 
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中部大学 軍事に係る研究資金の応募に関する申合せ事項 

 

２０１６年４月１日裁定 

 

軍事に係る研究資金の応募について、下記のとおり申し合わせる。 

 

 

記 

 

 

１．軍事目的の科学研究について 

 

   本学の研究者は、真理の探求と知の創造に貢献することを研究上の使命とし、「中部大学に

おける研究者の行動規範」で、自らの研究成果が、自身の意図に反して破壊的行為に悪用さ

れる可能性を認識し、研究の実施、成果の発表にあたっては、社会に許容される方法を選択

することを宣言している。 

   改めて、本学の研究者は、戦争を目的とする科学研究は行わないことを確認する。 

 

 

２．軍事に係る研究資金への応募について 

   

 ① 本学は、本学の研究者が他国の軍事に係る研究資金に応募することを認めない。 

  ② 本学は、日本国の軍事に係る研究資金への応募も認めない。ただし、本学として必要と

される場合は、「中部大学『教育研究外部資金』の申請に係る諮問委員会の取扱要領」に

則って行う。 



３４

 34 

（１）  物件の区分と発注担当部署  

中部大学では、規定により以下のとおり物件区分と発注担当部署が定められています。発注担当部

署が「購買課」となっている物件については、「（２）必要書類と調達依頼」に記載された必要書類を

予算管理部署経由で購買課へ提出してください。 

 

 

物件区分 耐用年数 物件価格(税込) その他分類項目 発注担当部署 

備品 1 年以上 20 万円以上 機器・器具など 購買課 

用品 1 年以上 5 万円以上 20 万円未満 機器・器具など 購買課 

消耗品 上記以外 

ＰＣ等 

（ソフトウェアをインストールできる機器） 
購買課 

その他の機器・器具など 予算管理教員※ 

ソフトウェア 有償の物 ソフトウェア(ライセンス権を含む) 購買課 

印刷製本 有償の物 印刷物 購買課 

リース・レンタル 有償の物 機器・器具等 購買課 

※予算管理教員には、発注先選択の公平性、発注金額の適正性の説明責任、弁償責任等の会計上の

責任が帰属します。 

 

（２）  必要書類と調達依頼  

発注担当部署が「購買課」となっている物件については、以下の書類を予算管理部署経由で購買課

へ提出してください。 

 

物件区分：印刷製本以外 物件区分：印刷製本 

〔100 万円未満〕 
①物件調達依頼書（様式④、ｐ56）またはリース・

レンタル物件調達依頼書（様式⑤、ｐ57） 

②仕様・型番などが分かる資料(見積書、カタログ

のコピー等) 

①印刷物調達依頼書（様式⑧、ｐ60） 
②物件等調達伺（100 万円以上の場合、提出） 

（様式第 7 号（①機器備品等）、P58）   

＜留意事項＞ 
印刷製本の発注内容（仕様等）については、 

ドキュメントセンター（２号館 1 階 内線 8981～3） 

に事前にご相談ください。 
〔100 万円以上〕 

①物件等調達伺（様式⑥、ｐ58） 

 （様式第 7 号（①機器備品等）、P58） 

 （様式第 7 号（②広告業務委託その他）、P59） 

②物件調達依頼書またはリース・レンタル物件調

達依頼書 

③仕様・型番などが分かる資料(見積書、カタログ

のコピー等) 

 

調達の依頼にあたっては以下の点にご注意ください。 
◆ 様式は以下からダウンロードしてください。 

中部大学ホームページ：教職員専用 ＞ 各種申請・届出一覧＞購買・備品関連 
◆ 取引先の選定、発注、予算執行は購買課で行います。業者への直接発注はできませんので

ご注意ください。 
◆ 合見積の徴収を原則としているため、日程に十分余裕をみて書類を提出してください。 

 

Ⅳ．競争的研究費等の経費執行 

 

１． 物件購入と検収制度 

 

表 1 物件区分と発注担当部署 
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（３）  検収制度  

「物件調達依頼書」により購入した物すべてと、競争的研究費等で購入された消耗品等について、

検収センターで納品物件と見積書及び納品書、領収書、レシート等（以下「納品伝票」と称する。）

の照合を行いますので、以下の手順に従い手続きをお願いします。 

なお、納品後１ヶ月以上経過した物件の検収には「検収遅延理由書」が必要となるため、納品後

は速やかに検収を受けるようにしてください。 

＜手順１＞見積書を徴収する 

競争的研究費等で消耗品等を購入される場合は、金額にかかわらず見積書を取り寄せてください。 

なお「物件調達依頼書」、「印刷物調達依頼書」により発注する物件で、見積書の徴収が困難な場

合は、カタログ等調達内容の分かる資料を提出してください。見積書の徴収にあたっては、以下の

点にご注意ください。 

① 見積書のあて先は「中部大学（競争的研究費等の名称）氏名」としてください。 

② WEB 購入などで見積書の取得が困難な場合は、発注画面などを印刷し提出してください。 

③ 消耗品等の発注時には、検収センター経由で納品するよう業者に伝えてください。 

＜手順２＞検収を受ける 

納品物件は、検収センターでの検収が必要となります。その際、以下の点にご注意ください。 

① 検収後は納品伝票に「検印」を押印します。「検印」がない場合は、学園からの支払いができ

ない場合があります。 

② 納品物件が宅配便等で直接手元に届いた場合は、検収センターへ納品物件と納品伝票を持参し

速やかに検収を受けてください。 

③ 消耗品などを立替払いで購入した場合は、検収センターへ納品物件と納品伝票を持参し速やか

に検収を受けてください。 

 

〔検収センターのご案内〕 

場所 ： ２号館２階 

受付時間 ： 平日  ９時～１２時 ・ １３時～１７時 (土曜日、学園の休日は、検収を行っていません) 

 

（４）  納品検収制度のまとめ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※立替払いの詳細は 48ページを参照ください。 

区分 納品方法 発注 
事前 

提出書類 

検収 

タイミング 

検収時 

提出書類 

資産管理票 

資産管理ラベル 

物件 

備品 

用品 

ＰＣ等 

ソフトウェア 

印刷製本 

ﾘｰｽ・ﾚﾝﾀﾙ 

業者納入 購買課 
調達依頼書 

見積書等 
搬入時 納品伝票 

備品・用品・

ＰＣ等発行 

直送 購買課 
調達依頼書 

見積書等 

搬入時 

持参 
納品伝票 

備品・用品・

ＰＣ等発行 

立替払い※ （決裁後) 
調達依頼書 

見積書等 

搬入時 

持参 

納品伝票 

支払報告書 

備品・用品・

ＰＣ等発行 

消耗品等 

（ＰＣ等除く） 

業者納入 
予算管理 

教員 
－ 搬入時 

見積書 

納品伝票 
－ 

直送 
予算管理 

教員 
－ 

搬入時 

持参 

見積書 

納品伝票 
－ 

立替払い※ － － 
購入後 

持参 

見積書 

納品伝票 
－ 
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（１）  物件の区分と発注担当部署  

中部大学では、規定により以下のとおり物件区分と発注担当部署が定められています。発注担当部

署が「購買課」となっている物件については、「（２）必要書類と調達依頼」に記載された必要書類を

予算管理部署経由で購買課へ提出してください。 

 

 

物件区分 耐用年数 物件価格(税込) その他分類項目 発注担当部署 

備品 1 年以上 20 万円以上 機器・器具など 購買課 

用品 1 年以上 5 万円以上 20 万円未満 機器・器具など 購買課 

消耗品 上記以外 

ＰＣ等 

（ソフトウェアをインストールできる機器） 
購買課 

その他の機器・器具など 予算管理教員※ 

ソフトウェア 有償の物 ソフトウェア(ライセンス権を含む) 購買課 

印刷製本 有償の物 印刷物 購買課 

リース・レンタル 有償の物 機器・器具等 購買課 

※予算管理教員には、発注先選択の公平性、発注金額の適正性の説明責任、弁償責任等の会計上の

責任が帰属します。 

 

（２）  必要書類と調達依頼  

発注担当部署が「購買課」となっている物件については、以下の書類を予算管理部署経由で購買課

へ提出してください。 

 

物件区分：印刷製本以外 物件区分：印刷製本 

〔100 万円未満〕 
①物件調達依頼書（様式④、ｐ56）またはリース・

レンタル物件調達依頼書（様式⑤、ｐ57） 

②仕様・型番などが分かる資料(見積書、カタログ

のコピー等) 

①印刷物調達依頼書（様式⑧、ｐ60） 
②物件等調達伺（100 万円以上の場合、提出） 

（様式第 7 号（①機器備品等）、P58）   

＜留意事項＞ 
印刷製本の発注内容（仕様等）については、 

ドキュメントセンター（２号館 1 階 内線 8981～3） 

に事前にご相談ください。 
〔100 万円以上〕 

①物件等調達伺（様式⑥、ｐ58） 

 （様式第 7 号（①機器備品等）、P58） 

 （様式第 7 号（②広告業務委託その他）、P59） 

②物件調達依頼書またはリース・レンタル物件調

達依頼書 

③仕様・型番などが分かる資料(見積書、カタログ

のコピー等) 

 

調達の依頼にあたっては以下の点にご注意ください。 
◆ 様式は以下からダウンロードしてください。 

中部大学ホームページ：教職員専用 ＞ 各種申請・届出一覧＞購買・備品関連 
◆ 取引先の選定、発注、予算執行は購買課で行います。業者への直接発注はできませんので

ご注意ください。 
◆ 合見積の徴収を原則としているため、日程に十分余裕をみて書類を提出してください。 

 

Ⅳ．競争的研究費等の経費執行 

 

１． 物件購入と検収制度 

 

表 1 物件区分と発注担当部署 
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２． 人件費・謝金 

 
 
（１）  雇用の手続き 
＜期限付研究嘱託＞ 
・雇用開始１ヶ月前までに予算管理部署にご連絡ください。給与の試算等を行います。 
・受入れ手続きは p41に記載しています。 

＜雇用契約のあるアルバイト＞ 
・競争的研究費等で、配分機関の条件により雇用契約を必要とする場合は、雇用開始２週間前ま

でに「アルバイト採用願」（様式⑭、p66）及び「アルバイト契約予定表」（様式⑮、p67）を予
算管理部署にご提出ください。 

＜アルバイト（謝金）＞  
・科研費等により雇用する場合は、開始２週間前までに「アルバイト採用申請書」（様式⑰、p69）

を予算管理部署に提出してください。雇用条件等の説明を行いますので、本人が書類を持参し
てください。 

・時間給の上限は、原則として学部生 1,050 円、大学院生（博士前期課程）1,300 円、大学院生
（博士後期課程）2,000円、社会人 2,000 円とします（2022 年度改定）。 

・愛知県最低賃金 986円を下回らないようにしてください。（2022年10月1日改正。例年10月1日に改正予定） 
 

（２）  勤務時間  
＜期限付研究嘱託、雇用契約のあるアルバイト＞ 

・嘱託委嘱契約書、非常勤職員雇用通知書に記載された勤務時間に従ってください。 
＜アルバイト（謝金）＞ 
・学生の授業履修時間帯でのアルバイトは不可とします。 
・アルバイトは、研究者の管理下に研究室等で行なうことが大前提であるため、研究者不在時の

勤務は原則として認められません。 
・40時間／週、8時間／日を超えないでください。 
・労働基準法の定めるところにより 1 週間（7 日）につき最低 1 日の休日、1 日 6 時間を超える
労働に対しては 45分以上、8時間を超える労働に対しては 1時間以上の休憩が必要です。 

 
（３）  勤務管理  
＜期限付研究嘱託、雇用契約のあるアルバイト＞ 
・ＩＤカードの打刻により、勤務管理を行います。「出勤・業務日誌」（様式⑯、p68）を作成して

ください。 
＜アルバイト（謝金）＞ 
・「出勤簿（謝金）」は、勤務した日毎に記入・押印してください。 
・科研費で雇用されたアルバイト従事者は、勤務日に１回、学部事務室等に「出勤簿（謝金）」（様

式⑰、p69）を持参して出勤の報告を行ってください。学部事務室等が確認印を押印します。 
 

（４）  必要書類  
＜期限付研究嘱託、雇用契約のあるアルバイト＞ 

・予算管理部署から必要な書類をご案内いたします。  
＜アルバイト（謝金）＞ 
・作業が発生した翌翌月月 55日日ままででにに、、予予算算管管理理部部署署にに提提出出ししててくくだだささいい。。 

①出勤簿（謝金） 
②物品等購入書 
③振込口座情報 

 
（５）  その他、留意事項  

・アルバイト代は、銀行振込みです。（研究者による立替払いは不可） 
・留学生のアルバイトや、学外でのアルバイトが発生した場合は、学生支援課等に必要な届出を

行ってください。 
・同一時間帯に重複して、雇用することがないようにしてください。 

※バイアウトによるアルバイトは、研究支援課にお問合せください。 
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研究員等の受入れ 

 

１．趣 旨 

研究員、研修員の受け入れは以下の３つのケースがあります。 

 

（１）受託研究による「委託研修員」  

ＴＬＯ活動により、企業等に在籍しながら、本学に派遣される現職技術者又は研究者 

申請者：派遣企業等   提出書類：『委託研修員派遣願』（様式⑩、p62）、履歴書 

 

（２）科学研究費助成事業による「研究協力者」 

 科学研究費助成事業の研究遂行に必要となる者で、研究分担者以外の研究者、大学院博

士後期課程に在籍する学生及び技術者 

申請者：研究者  提出書類：『研究協力者委嘱申請書』（様式⑫、p64）、 

             履歴書・研究業績書 

 

（３）その他の資金による「期限付研究嘱託」 

 次に掲げる特定課題の研究において、研究代表者のもとで共同研究者、研究補助者又は

博士研究員（ポスドク）として研究に従事する者 

1) 学外から受け入れた研究資金による研究プロジェクト 

2) 学部、研究所又はセンターにおける共同研究 

3) その他研究員の配置が特に必要と認められる研究 

申請者：研究者  提出書類：『研究員配置申請書』（様式⑬、p65）、 

 履歴書・研究業績書 

 

２．手続き  

【研究者又は派遣企業等】 

①書類を研究支援部に提出 

委託研修員 研究協力者・期限付研究嘱託 

【研究支援部】 

②決裁後、『委託研修員受入通知書』（様式⑪、

p63）を派遣企業等に送付 

【研究支援部】 

②内容確認後、学事課へ回付 

 

【学事課】 

③入構カードの発行 

【学事課】 

③決裁後、人事課に回付 

⑤ＩＤカードの発行 

 【人事課】 

④決裁後、研究員と契約を締結 
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３． 旅費 

 

中部大学「出張・旅費規程」又は「職員の外国出張旅費に関する規程」並びに「出張の手引き〔研

究出張用〕」等により取り扱います。ただし、競争的研究費等の配分機関により取り扱いが定められ

ている場合には、それに拠ることになります。 

 

（１）必要書類  

 国内出張 海外出張 

申請 

①出張承認願書・出張伺書（教育職員用） 
②確定した航空運賃が分かる書類（領収証と
同額のもの） 
（航空機利用の場合） 

③フライトスケジュールの記載がある書類 
 （航空機利用の場合） 

①出張承認願書・出張伺書（教育職員用） 
②海外出張日程表 
③出張目的・調査研究計画書 
④確定した航空運賃がわかる書類（領収証と同
額のもの） 

⑤フライトスケジュールの記載がある書類 

※ 学会、会議等参加の場合は、開催案内などのコピーを添付してください 
※ 航空機の利用空港は原則として中部国際空港または県営名古屋空港となります 

報告 

①出張報告書 
②航空券代の領収書（航空機利用の場合） 
③搭乗券の半券（航空機利用の場合） 

①出張報告書 
②航空券代の領収書 
③搭乗券の半券 

※ 学会参加の場合は、プログラム、参加証のコピー等を添付してください 

  

（２）出張報告について 

帰着後は速やかに出張報告書を提出してください。 

・航空機利用の場合は、領収書に加えて搭乗券の半券を提出してください。また、海外出張の場

合は、日本出国日・帰国日を確認するため、パスポートの写し（スタンプ押印ページ）を求め

ることがあります。 

・宿泊を伴う出張の場合、宿泊施設の領収書・宿泊証明書は徴収しませんが、事後における事実

関係の検証のため、出張報告書の報告事項欄に宿泊施設名を記入してください。 

・競争的研究費等の内部監査の実施時に、リスクアプローチ監査として、出張について事実確認

をすることがあります。 

・研究打合せ等の出張については、事後における事実関係の検証のため、打合せ相手の所属・職

名・氏名・打合せ内容を出張報告書に記入してください。 

・出張の内容によっては、事後における事実関係の検証に対応するために、領収書または宿泊証

明書またはそれに類似する資料の提出を求めることがあります。 

・ＪＲ等の鉄道賃の領収書、切符等は徴収しません。 

  

（３）その他、留意事項  

出張の手引き（研究出張用）を以下に掲載しています。 

大学ホームページ：教職員専用 ＞ 各種申請・届出一覧 ＞ 総務部 各種申請・届出  
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３． 旅費 

 

中部大学「出張・旅費規程」又は「職員の外国出張旅費に関する規程」並びに「出張の手引き〔研

究出張用〕」等により取り扱います。ただし、競争的研究費等の配分機関により取り扱いが定められ

ている場合には、それに拠ることになります。 

 

（１）必要書類  

 国内出張 海外出張 

申請 

①出張承認願書・出張伺書（教育職員用） 
②確定した航空運賃が分かる書類（領収証と
同額のもの） 
（航空機利用の場合） 

③フライトスケジュールの記載がある書類 
 （航空機利用の場合） 

①出張承認願書・出張伺書（教育職員用） 
②海外出張日程表 
③出張目的・調査研究計画書 
④確定した航空運賃がわかる書類（領収証と同
額のもの） 

⑤フライトスケジュールの記載がある書類 

※ 学会、会議等参加の場合は、開催案内などのコピーを添付してください 
※ 航空機の利用空港は原則として中部国際空港または県営名古屋空港となります 

報告 

①出張報告書 
②航空券代の領収書（航空機利用の場合） 
③搭乗券の半券（航空機利用の場合） 

①出張報告書 
②航空券代の領収書 
③搭乗券の半券 

※ 学会参加の場合は、プログラム、参加証のコピー等を添付してください 

  

（２）出張報告について 

帰着後は速やかに出張報告書を提出してください。 

・航空機利用の場合は、領収書に加えて搭乗券の半券を提出してください。また、海外出張の場

合は、日本出国日・帰国日を確認するため、パスポートの写し（スタンプ押印ページ）を求め

ることがあります。 

・宿泊を伴う出張の場合、宿泊施設の領収書・宿泊証明書は徴収しませんが、事後における事実

関係の検証のため、出張報告書の報告事項欄に宿泊施設名を記入してください。 

・競争的研究費等の内部監査の実施時に、リスクアプローチ監査として、出張について事実確認

をすることがあります。 

・研究打合せ等の出張については、事後における事実関係の検証のため、打合せ相手の所属・職

名・氏名・打合せ内容を出張報告書に記入してください。 

・出張の内容によっては、事後における事実関係の検証に対応するために、領収書または宿泊証

明書またはそれに類似する資料の提出を求めることがあります。 

・ＪＲ等の鉄道賃の領収書、切符等は徴収しません。 

  

（３）その他、留意事項  

出張の手引き（研究出張用）を以下に掲載しています。 

大学ホームページ：教職員専用 ＞ 各種申請・届出一覧 ＞ 総務部 各種申請・届出  
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４． 図書資料の購入 

 

競争的研究費等で購入した図書資料は、大学の基準に準じて取り扱います。 

 

（１）大学の基準  

図 書 費：資産として登録する図書 

新聞雑誌費：消耗性図書（資産として登録しない図書）、新聞・雑誌他 

 

（２）必要書類  

 ①図書資料 

 ②見積書、納品書、請求書 

③物品等購入書 

④予算執行書（予算管理部署で作成） 

⑤寄贈図書資料申請書（科研費で購入し、図書として判断された場合） 

 

（３）手続き 

＜発 注＞ 

 原則として研究者が直接業者に発注を行います。業者へ見積書、納品書、請求書の発行を依頼

してください。（予算名を記載してもらうよう依頼願います） 

 

＜予算執行＞ 

必要書類①～③を予算管理部署に提出してください。予算管理部署にて、予算執行書を作成（予

算差し引き）します。 

 

＜検 収＞ 

図書館事務課にて、大学の判断基準を基に、図書費か新聞雑誌費か判断し、検収を行います。

必要書類①～④（科研費の場合は①～⑤）を図書館事務課にお持ちください。 

 

  図 書 費：登録手続きのため、図書資料をお預かりします。手続き完了後、ご連絡しますの

で、図書館事務課まで受け取りにお越し下さい。 

なお、科研費の場合は、「寄贈図書資料申請書」を提出してください。 

新聞雑誌費：その場で検収（蔵書印を押印）を行い、お渡しします。 

 

（４）図書館事務課担当  

場  所： 図書館 事務室内（内線 2841） 

受付時間： 平日  ９時～１２時 ・ １３時～１７時 (土曜日、学園の休日は、受付を行っていません) 

     

 



４７

学学
校校

法法
人人

中中
部部

大大
学学

　　
図図

書書
資資

料料
購購

買買
フフ
ロロ
ーー

研
究
者

購
入

先
（
業

者
）

予
算

管
理

部
署

図
書
館
事
務
課

会
計
課
・
財
務
課

① ②

③ ④

⑤ ⑥

⑦

　
　
　
　
　
　
⑧

＜
図
書
と
判
断
さ
れ
た
場
合
の
事
後
処
理
＞

見見
積積

りり
依依

頼頼
、、
発発

注注

入入
金金

図図
書書

資資
料料

・・
伝伝

票票
のの

提提
出出

検検
収収

○
図
書
資
料
の
検
収

(判
断
基
準
は
、
学
園
に
準
ず
る

)

＜
新
聞
雑
誌
費
＞

○
蔵
書
印
を
押
印
後
、
研
究
者
へ
返
却

＜
図
書
費
＞

登
録
手
続
き

図図
書書

資資
料料

のの
受受

領領

会会
計計

伝伝
票票

のの
起起

票票
・・

銀銀
行行

振振
込込

＜
支
払
決
裁
＞

10
0万

円
未
満
：
会
計
課
長

10
0万

円
以
上
：
財
務
部
長

会会
計計

伝伝
票票

起起
票票

・・
提提

出出
◇
物
品
等
購
入
書

◇
見
積
書
、
納
品
書
、
請
求
書

◇
図
書
資
料

予予
算算

執執
行行

書書
のの

作作
成成

◇
予
算
執
行
書

受受
注注

見
積
書
、
納
品
書
、
請
求
書
の
発
行

○
デ
ー
タ
入
力

○
受
入
記
録

○
科
研
費
印
を
押
印

○
配
付
リ
ス
ト
を
研
究
者
へ
送
付

寄寄
附附
手手

続続
きき

◇
寄
贈
図
書
資
料
申
請
書
（科

研
費
）

寄寄
附附
手手

続続
きき

○
寄
附
受
け
入
れ
の
決
裁

○
決
裁
後
、
管
理
通
知
書
を
保
管

 46 

４． 図書資料の購入 

 

競争的研究費等で購入した図書資料は、大学の基準に準じて取り扱います。 

 

（１）大学の基準  

図 書 費：資産として登録する図書 

新聞雑誌費：消耗性図書（資産として登録しない図書）、新聞・雑誌他 

 

（２）必要書類  

 ①図書資料 

 ②見積書、納品書、請求書 

③物品等購入書 

④予算執行書（予算管理部署で作成） 

⑤寄贈図書資料申請書（科研費で購入し、図書として判断された場合） 

 

（３）手続き 

＜発 注＞ 

 原則として研究者が直接業者に発注を行います。業者へ見積書、納品書、請求書の発行を依頼

してください。（予算名を記載してもらうよう依頼願います） 

 

＜予算執行＞ 

必要書類①～③を予算管理部署に提出してください。予算管理部署にて、予算執行書を作成（予

算差し引き）します。 

 

＜検 収＞ 

図書館事務課にて、大学の判断基準を基に、図書費か新聞雑誌費か判断し、検収を行います。

必要書類①～④（科研費の場合は①～⑤）を図書館事務課にお持ちください。 

 

  図 書 費：登録手続きのため、図書資料をお預かりします。手続き完了後、ご連絡しますの

で、図書館事務課まで受け取りにお越し下さい。 

なお、科研費の場合は、「寄贈図書資料申請書」を提出してください。 

新聞雑誌費：その場で検収（蔵書印を押印）を行い、お渡しします。 

 

（４）図書館事務課担当  

場  所： 図書館 事務室内（内線 2841） 

受付時間： 平日  ９時～１２時 ・ １３時～１７時 (土曜日、学園の休日は、受付を行っていません) 
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５．立替払いの執行処理について

2021年3月

　 　財務部　 

          【立替払いの執行処理について】 　　 　    　

   　立替払いは、指定業者で購入不可能なものや低廉であるもの、また緊急に購入を要した場合や学会参加費
  費(個人名で振込が必要な場合)などに認めています。
  　近年ではインターネットの利用増加により書類の形態等が多様化しており、業者によって取扱が異なる
   ケースが発生しています。
  　つきましては、執行処理に関して下記事項に留意のうえ、必要書類の提出にご協力くださいますようお願
   いいたします。

　　　               　　　　記
   はじめに

    １．立替払いの支払方法について
    　　立替払いを行う際の支払いについては、以下の方法に限り執行を認める。
   　　（１）現金による支払い
   　　（２）クレジットカード（本人名義に限る）による支払い
   　　 ※上記以外の支払方法（電子マネー、商品券、ギフトカード、QUOカード、ポイント使用、マイル
　　　　使用、等）は認められない。

    ２．領収書の記載事項について
    　　立替払いに際し必要となる「領収書」については、以下の記載事項が必要となる。
  　　（１）宛名（学校宛であること）
  　　（２）金額
  　　（３）品名等の明細（別紙可）
  　　（４）発行者名
　  　（５）押印（一万円以下の場合不要）
  　　（６）日付（領収した日の日付）
   　　※税込み１万円以下の取引はレシートをもって領収書とすることができる。
 　　　（但し、金額、品名等の明細、日付（領収日）、受取人（発行者）の記載が必要）

    ３．必要書類等について
    　 （１）領収書等の要件に不備がある場合やその他の取扱いについては、次頁以降の要領に従い必要書類
　   　　　を提出すること。
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  Ⅰ『クレジットカードによる立替払い』

      1．カード・引落口座ともに、本人名義であること。
     ２．分割払いやリボルビング払い等は認めない。
     ３．領収書を添付すること。
    　（１）学校宛ての領収書の場合
  　　  　①購入先の業者が発行する領収書（学校宛て）を添付すること。
 　  　　　但し書きに購入品名が記載されていること。一万円を超える場合は社印が必要。
  　  　　②領収書で購入品の明細等が確認できない場合は、購入の際キャッシュレジスターにより
  　　  　　発行される明細で確認できるレシート（以下、レシートという）、または注文確認書や
　  　  　　請求書など取引状況が説明できる記録書類（メールや申し込み画面のハードコピーなど）
　　   　　（以下、証拠書類という）も添付すること。
    　　　　金額が一万円（税込み）以下の取引については、レシートをもって領収書とすることができる。
  　　  　　ただし、金額、品名等の内容・発行年月日・発行者の名称が記載されていなければならない。
  　  　　③レシートで明細が確認できない場合や証拠書類の添付ができない場合は、支払報告書
  　  　　　およびクレジット会社から発行される利用明細書（※）の写しを添付すること。

    　（２）領収書に宛名がない場合、または個人宛ての場合
  　  　　①領収書で購入品の明細等が確認できる場合は、支払報告書を添付すること。
　    　　②領収書で購入品の明細等が確認できない場合は、レシート、または証拠書類と支払報告
　　    　　書を添付すること。
　　    　③レシートまたは証拠書類が添付できない場合、原則支払いは認めない。

    　（３）領収書が発行されない場合
　  　  　①クレジット会社から発行される利用明細書（※）の写し、購入品の明細等が確認できる
　　  　  　納品書などの証拠書類と支払報告書を添付すること。
  　　  　②レシートまたは証拠書類が添付できない場合は、原則支払いは認めない。

         　<別表>　　
  　      　　立替払いの執行処理

     　（注）宛名が個人名の場合や送付先が個人の場合、また１万円を超える領収書で社印が無い場合は
　　　  　『支払報告書』を添付すること。

領収書に明細
レシート・
別紙明細 支払報告書 クレジットカード

利用明細書 執行処理

学校宛て領収書 ３-(1)-① 有 ━ ━ ━ 〇

３-(1)-② 無 有 ━ ━ 〇

３-(1)-③ 無 無 要 要 〇 競争的研究費等の
場合不可

宛名無しor 個人宛て 3-(2)-① 有 ━ 要 ━ 〇

領収書 3-(2)-② 無 有 要 ━ 〇

3-(2)-③ 無 無 ━ ━ ×
支払報告書・利用
明細書添付でＯＫ

の場合有り

領収書無し 3-(3)-① ━ 有 要 要 〇

3-(3)-② ━ 無 ━ ━ ×

領収書の有無
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  　４．海外で使用の場合
    　（１）海外でクレジットカードを利用した場合も上記１から３に準拠する。
    　　　　ただし、クレジット会社発行の利用明細書（※）の写しは必ず添付し、利用明細書の記載
  　  　　　金額にて決済とする。

    　（２）年度末にクレジットカードを使用し、当該年度内支出をしなければならないものについては、
  　　  　　領収書発行年月日の為替レート（ＴＴＳ）で円換算し精算する。
　  　  　　ただし、後日提出する利用明細書の確定額と差額が生じても清算はしない。

  　５．外部資金使用の場合
　  　　配分機関等に別の定めがある場合は、それに準拠する。

    　※クレジットカードの利用明細書に記載された個人情報は黒塗りするなどの方法で消去しても
    　　構わない。ただし、カード名義者の氏名、送付先住所、および精算対象の取引に関する項目は
　    　精算に必要最低限の情報として提供するものとする。

  Ⅱ『現金による立替払い』

   　１．領収書の要件は、Ⅰ『クレジットカードによる立替払い』に準拠する。
   　２．金銭の支払いが銀行の口座振込による場合、その取扱銀行の振込受取書をもって領収書に
　  　　代えることができる。ただし、振込人名は、個人名ではなく、「中部大学」であること。
  　　　個人名で振り込んだ場合、支払報告書を添付すること。

  Ⅲ『その他』

  　１．インターネットで注文した業者が発行する領収書の決済日と必要書類について

　    （１）領収書または納品書にクレジットカード会社への請求日（もしくは物品の出荷日または納品日）
　　  　  　の記載がある場合は、その日付を支払年月日とする。
　  　　  　但し、『amazon』を利用した場合は、別様式で発行される《支払明細書》に記載されている
　　    　　クレジットカード会社への請求日を支払年月日とする。

    　（２）領収書または納品書にクレジットカード会社への請求日（もしくは物品の出荷日または納品日）
　  　  　　の記載がない場合は、クレジットカード会社の利用明細書に記載されている利用日を支払年月日
  　　  　　とする。
　　　　　
　           　　＜インターネットで注文した場合に決済日を確認するための必要書類について＞

ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ会社への請求日の記載：有り ①領収書

（出荷日または納品日の記載でも可） ②（領収書に記載がなければ）納品書

（『amazon』利用の場合は、別様式の「支払明細書」(ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄ会社

　への請求日が確認できるものに限る））

ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ会社への請求日の記載：無し ①領収書

（出荷日または納品日の記載無し） ②ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ会社の利用明細書

領収書または納品書への記載有無 必要書類
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     　（３）また、インターネットで注文した場合においても、領収書の記載事項など要件に不備がある
　  　 　　場合は、下表の必要書類を併せて添付すること。

  　2．電子マネー等による立替払いについて

　  　（１）電子マネーによる立替払いについては、支払いは認めない。
　　  　　　電子マネーで決済するとポイントで還元されることがあり、貯まったポイントは支払い時に使用
　　　  　　することができるため、ポイントの使用による立替払いは認めていない。
　  　　　　また電子マネーで立替払いをした場合、現金をチャージしたものか、ポイントを利用したものか
  　　　　　判別が難しく、さらにキャンペーン等により後日クレジットカード会社から返金がある場合など
　　  　　　正確な金額を把握できないケースがあるため。
　
　　　　　（参考：電子マネーについて）
　　　　　　　電子マネーとは、電子データのやりとりで決済を行う決済サービスである。
　　　　　　　電子マネーには、スマホアプリやカードにチャージしたお金を使用する「プリペイド型」や
　　　　　　　使用した金額を後払いする「ポストペイ」型など様々なタイプがある。

　　　　　　・交通系電子マネー：Ｓｕｉｃａ、ＴＯＩＣＡなど
　　　　　　　　　　事前に、電子カードに現金をチャージして、残高だけ使用できるタイプのプリペイド型
　　　　　　　　　　電子マネー。
　　　　　　・流通系型電子マネー：ｎａｎａｃｏカード、ＷＡＯＮなど
　　　　　　　　　　流通系の電子マネーの特徴として、買い物をするとポイントが付与され、ポイントを
　　　　　　　　　　貯めると加盟店舗での支払いに利用できる。
　　　　　　・クレジットカード系電子マネー：ＱＵＩＣＰａｙなど
　　　　　　　　　　クレジットカードを連携させて利用するもので、ポストペイ型電子マネー（後払い型）。
　　　　　　　　　　現金をチャージすることなく、後日クレジットカード会社から請求される。
　　　　　　・ＱＲコード決済系電子マネー：ＰａｙＰａｙなど
　　　　　　　　　　スマホアプリとクレジットカードを連携させて利用し、スマホだけで決済が完了する。

  　　（２）その他
　　　　 上記電子マネーと同様、「商品券」・「ギフトカード」・「ＱＵＯカード」・「マイル」等
　　　　 による立替払いについても支払いは認めない。

        　以上、上記取扱に定めのない事項および疑義が生じた場合は、個別に協議するものとする。

・送付先が個人宛（大学以外）

・（１万円を超えるもので）社印が無いもの

・電子書籍を購入した場合

・購入品の明細等が確認できない場合 ①明細等が確認できる証拠書類

領収書の記載事項等 必要書類

・宛名が個人名 ①支払報告書

　　

  　４．海外で使用の場合
    　（１）海外でクレジットカードを利用した場合も上記１から３に準拠する。
    　　　　ただし、クレジット会社発行の利用明細書（※）の写しは必ず添付し、利用明細書の記載
  　  　　　金額にて決済とする。

    　（２）年度末にクレジットカードを使用し、当該年度内支出をしなければならないものについては、
  　　  　　領収書発行年月日の為替レート（ＴＴＳ）で円換算し精算する。
　  　  　　ただし、後日提出する利用明細書の確定額と差額が生じても清算はしない。

  　５．外部資金使用の場合
　  　　配分機関等に別の定めがある場合は、それに準拠する。

    　※クレジットカードの利用明細書に記載された個人情報は黒塗りするなどの方法で消去しても
    　　構わない。ただし、カード名義者の氏名、送付先住所、および精算対象の取引に関する項目は
　    　精算に必要最低限の情報として提供するものとする。

  Ⅱ『現金による立替払い』

   　１．領収書の要件は、Ⅰ『クレジットカードによる立替払い』に準拠する。
   　２．金銭の支払いが銀行の口座振込による場合、その取扱銀行の振込受取書をもって領収書に
　  　　代えることができる。ただし、振込人名は、個人名ではなく、「中部大学」であること。
  　　　個人名で振り込んだ場合、支払報告書を添付すること。

  Ⅲ『その他』

  　１．インターネットで注文した業者が発行する領収書の決済日と必要書類について

　    （１）領収書または納品書にクレジットカード会社への請求日（もしくは物品の出荷日または納品日）
　　  　  　の記載がある場合は、その日付を支払年月日とする。
　  　　  　但し、『amazon』を利用した場合は、別様式で発行される《支払明細書》に記載されている
　　    　　クレジットカード会社への請求日を支払年月日とする。

    　（２）領収書または納品書にクレジットカード会社への請求日（もしくは物品の出荷日または納品日）
　  　  　　の記載がない場合は、クレジットカード会社の利用明細書に記載されている利用日を支払年月日
  　　  　　とする。
　　　　　
　           　　＜インターネットで注文した場合に決済日を確認するための必要書類について＞

ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ会社への請求日の記載：有り ①領収書

（出荷日または納品日の記載でも可） ②（領収書に記載がなければ）納品書

（『amazon』利用の場合は、別様式の「支払明細書」(ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄ会社

　への請求日が確認できるものに限る））

ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ会社への請求日の記載：無し ①領収書

（出荷日または納品日の記載無し） ②ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ会社の利用明細書

領収書または納品書への記載有無 必要書類
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６．競争的研究費で支払う学外者への謝金について

競争的研究費で支払う学外者への謝金基準単価表

金額（円） 備　　　　　　　考

1 回 20,000
会議等への参加を依頼した場合の謝礼。

2 時 30,000
各種講演等の講師を依頼した場合の謝礼。

3 時 12,000
各種研修等の講師を依頼した場合の謝礼。

4 時 3,500
講演等の司会を依頼した場合の謝礼。

5 日 100,000

講演等において同時通訳を依頼した場合の謝礼。
ただし，拘束時間が４時間以内の場合は
２分の１の額とする。

6 時 6,500
講演等において逐次通訳を依頼した場合の謝礼。

6,000

7,000

3,000

4,000

7,000

5,000

7,500

2,000

4,200

1,500

2,100

11 枚 15,000
ポスター等のデザインを依頼した場合の謝礼。

12 時 7,000
専門的知識を必要とする役務を依頼した場合の謝礼。
(指導，助言，実技，実習等)

13 時 1,200
専門的知識を必要としない役務を依頼した場合の謝礼。
(事務，研究補助，被験者等)

備考

※表の基準は単価上限額を示したものであり、適用にあたっては個別の依頼内容を考慮し、単価を設定すること。

※表の基準を超えて謝金額を支払わざるを得ない場合、および上記以外の内容について謝金を支払う必要がある
　場合には、事前に研究支援部に連絡すること。

※金額欄の金額は、所得税がかかる場合にあっては所得税を源泉徴収する前の金額とし、消費税がかかる場合に
　あっては消費税の額を含むものとする。

※1時間に満たない場合については、1時間とみなして支給することができる。

※旅費交通費相当額を支払う必要がある場合は、事前に研究支援部に連絡すること。

52

表紙，原画揮毫謝金

専門的研究協力謝金

一般的研究協力謝金

10 校閲謝金
和文

枚

各種原稿の校閲を依頼した場合の謝礼。
和文　1枚当たり400字程度
英文その他　1枚当たり300語程度外国語

9 原稿謝金
和文

枚

広報誌への寄稿等，原稿作成を依頼した場合の謝礼。
和文　1枚当たり400字程度
英文，その他　1枚当たり300語程度外国語

8 文字起こし謝金
日本語

時

録音の文字起こしを依頼した場合の謝礼。
録音1時間当たり左記の金額とする。

外国語

逐次通訳謝金

7 翻訳謝金

和文→英文

枚

論文等の翻訳を依頼した場合の謝礼。
和文　1枚当たり400字程度
英文その他　1枚当たり300語程度和文→その他外国文

英文→和文

その他外国文→和文

その他外国文→
　　　その他の外国文

同時通訳謝金

謝　金　の　種　類

出席謝金

講演謝金

講師謝金

司会者謝金

６．競争的研究費で支払う学外者への謝金について

競争的研究費で支払う学外者への謝金基準単価表

金額（円） 備　　　　　　　考

1 回 20,000
会議等への参加を依頼した場合の謝礼。

2 時 30,000
各種講演等の講師を依頼した場合の謝礼。

3 時 12,000
各種研修等の講師を依頼した場合の謝礼。

4 時 3,500
講演等の司会を依頼した場合の謝礼。

5 日 100,000

講演等において同時通訳を依頼した場合の謝礼。
ただし，拘束時間が４時間以内の場合は
２分の１の額とする。

6 時 6,500
講演等において逐次通訳を依頼した場合の謝礼。

6,000

7,000

3,000

4,000

7,000

5,000

7,500

2,000

4,200

1,500

2,100

11 枚 15,000
ポスター等のデザインを依頼した場合の謝礼。

12 時 7,000
専門的知識を必要とする役務を依頼した場合の謝礼。
(指導，助言，実技，実習等)

13 時 1,200
専門的知識を必要としない役務を依頼した場合の謝礼。
(事務，研究補助，被験者等)

備考

※表の基準は単価上限額を示したものであり、適用にあたっては個別の依頼内容を考慮し、単価を設定すること。

※表の基準を超えて謝金額を支払わざるを得ない場合、および上記以外の内容について謝金を支払う必要がある
　場合には、事前に研究支援部に連絡すること。

※金額欄の金額は、所得税がかかる場合にあっては所得税を源泉徴収する前の金額とし、消費税がかかる場合に
　あっては消費税の額を含むものとする。

※1時間に満たない場合については、1時間とみなして支給することができる。

※旅費交通費相当額を支払う必要がある場合は、事前に研究支援部に連絡すること。
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表紙，原画揮毫謝金

専門的研究協力謝金

一般的研究協力謝金

10 校閲謝金
和文

枚

各種原稿の校閲を依頼した場合の謝礼。
和文　1枚当たり400字程度
英文その他　1枚当たり300語程度外国語

9 原稿謝金
和文

枚

広報誌への寄稿等，原稿作成を依頼した場合の謝礼。
和文　1枚当たり400字程度
英文，その他　1枚当たり300語程度外国語

8 文字起こし謝金
日本語

時

録音の文字起こしを依頼した場合の謝礼。
録音1時間当たり左記の金額とする。

外国語

逐次通訳謝金

7 翻訳謝金

和文→英文

枚

論文等の翻訳を依頼した場合の謝礼。
和文　1枚当たり400字程度
英文その他　1枚当たり300語程度和文→その他外国文

英文→和文

その他外国文→和文

その他外国文→
　　　その他の外国文

同時通訳謝金

謝　金　の　種　類

出席謝金

講演謝金

講師謝金

司会者謝金


	研究ガイドブック2023_h1
	研究ガイドブック2023_本文
	研究ガイドブック2023_本文-1（はじめに～52p）
	研究ガイドブック2023_間紙-1（様式とびら）
	研究ガイドブック2023_本文-2（様式_53-78p）
	研究ガイドブック2023_本文-3（規程_79-152p）
	研究ガイドブック2023__間紙-2（参考資料とびら）
	研究ガイドブック2023_本文-4（参1-参4-46p（白））
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